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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板上に金属配線層と透明導電層とを有する電極基板であって、
　前記金属配線層と透明導電層の重なり部において、前記金属配線層が透明導電層の下又
は上に配置され、
　前記金属配線層が少なくとも内層と外層との２層から構成され、
　前記内層の体積抵抗率が、外層の体積抵抗率に比べて小さく、
　前記外層が少なくとも導電粒子とバインダ材とを含有するペースト組成物で形成され、
該ペースト組成物のバインダ材の配合比が、金属配線層中の他の層を形成する組成物中の
バインダ材配合比に比べて、大きく、
　前記金属配線層及び／又は透明導電層からなる導電層の表面に、遮蔽層を有する
ことを特徴とする色素増感太陽電池用電極基板。
【請求項２】
　前記外層が印刷法により形成されることを特徴とする請求項１記載の色素増感太陽電池
用電極基板。
【請求項３】
　前記金属配線層を形成する組成物が、銀、又はニッケルを含有することを特徴とする請
求項１又は２に記載の色素増感太陽電池用電極基板。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の色素増感太陽電池用電極基板を有することを特徴とす
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る光電変換素子。
【請求項５】
　請求項４記載の光電変換素子からなることを特徴とする色素増感太陽電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、色素増感太陽電池用電極基板、光電変換素子、並びに色素増感太陽電池に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
環境問題・資源問題などを背景に、クリーンエネルギーとしての太陽電池が注目を集めて
いる。しかしながら、従来のシリコン系太陽電池は、製造コストが高い、原料供給が不十
分などの課題が残されており、大幅普及には至っていない。また、ＣＩＳ系などの化合物
系太陽電池は、極めて高い変換効率を示すなど優れた特徴を有しているが、コストや環境
負荷などの問題がやはり大幅普及への障害となっている。
【０００３】
一方、色素増感型太陽電池は、安価で高い変換効率を得られる光電変換素子として着目さ
れている（例えば、非特許文献１参照。）。この光電変換素子の一般的な構造としては、
透明な導電性基板の上に、二酸化チタンなどの酸化物半導体ナノ粒子を用いた多孔膜を形
成し、これに増感色素を担持させた半導体電極と、白金スパッタした導電性ガラスなどの
対極とを組み合わせ、両極間にヨウ素・ヨウ化物イオンなどの酸化・還元種を含む有機電
解液を電荷移送層として充填したものなどを挙げることができる。半導体極をラフネスフ
ァクタ＞１０００という大きな比表面を有する多孔膜構造とすることで光吸収率を高め、
１０％以上の光電変換効率も報告されている。コスト面でも、現行のシリコン系太陽電池
の１／２～１／６程度と予想されており、必ずしも複雑・大規模な製造設備を必要とせず
、更に有害物質も含まないため、大量普及に対応できる安価・大量生産型太陽電池として
、高い可能性を有するといえる。
【０００４】
ここで用いる透明基板としては、ガラス基板表面にスズ添加酸化インジウム（ＩＴＯ）、
フッ素添加酸化スズ（ＦＴＯ）などの透明導電膜を予め蒸着、スパッタなどの手法により
被覆したものが一般的である。しかしながら、ＩＴＯやＦＴＯの比抵抗は１０－４～１０
－３Ω・ｃｍ程度と、銀、金といった金属の比抵抗の約１００倍もの値を示すことから、
市販されている透明導電ガラスは抵抗値が高く、太陽電池に用いた場合、特に大面積セル
とした場合に、光電変換効率の低下が著しくなる。
透明導電ガラスの抵抗を下げる手法としては、透明導電層（ＩＴＯ、ＦＴＯなど）の形成
厚さを厚くすることが考えられるが、十分な抵抗値を得られるほどの厚さで膜形成すると
透明導電層による光吸収が大きくなって、入射光の窓材透過効率が著しく低下し、結果と
して、やはり太陽電池の光電変換効率が低下することになる。
【０００５】
このような問題点に対する解決策として、例えば、太陽電池の窓極などとして使用する透
明導電層付き基板の表面に開口率を著しく損なわない程度に金属配線層を設け、基板の抵
抗を下げようとする検討がなされている（例えば、特願２００１－４００５９３号参照。
）。また、このように基板表面に金属配線層を設ける場合には、電解液による金属配線の
腐食、金属配線層からの電解液への逆電子移動を防止するため、少なくとも金属配線層表
面部分が、何らかの遮蔽層により保護されている必要がある。この遮蔽層の厚さは、必ず
しも要求されるものではないが、回路表面を緻密に被覆されていなければならない。
【０００６】
【特許文献１】
特開平１－２２０３８０号
【非特許文献１】
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ビー・オレガン（B.O’Regan）、エム・グラツェル（M.Graetzel）著、ネイチャー（natu
re）、vol.353、Oct.24、1991、ｐ737
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、金属回路表面にピンホールや亀裂などの影になる部分がある場合、遮蔽層
によって被覆されない部分が生じる可能性があり、これは回路の腐食、電解液への逆電子
移動を招き、セル特性を著しく損ねることになる。特に、遮蔽層として一般的なＦＴＯ、
ＩＴＯ、酸化チタンを用いた膜の形成方法としては、スパッタ法やスプレー熱分解法など
が好適であるが、この手法では影部分の製膜が困難であり、また、欠陥部分を修正しよう
と遮蔽層膜厚を厚くすれば、光透過性を損ねることになるので、やはり好ましくない。
【０００８】
例えば、導電粒子とガラスフリットバインダとを主成分とするペーストを印刷し、５００
℃程度で焼結した回路の場合、導電粒子同士の融着を妨げず、高い導電性を得ようとする
には、ガラスフリットの配合量を少なくするため、一般に塗膜表面、内部にボイドやピン
ホールなど急激な凹凸や影が生じ、遮蔽層形成が極めて困難となる。逆に、このような塗
膜表面の欠陥を抑制するために、バインダとなるガラスフリットの配合量を増した場合、
塗膜導電率が著しく低下し、回路本来の機能を発揮できなくなる傾向にある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、金属配線層の表面粗さ（ラフネス）を小
さくし、ピンホールなどの無い緻密な遮蔽層を形成する手法を提供する。ここでは特に、
製造コスト、製造効率を向上させるために回路形成工程の少なくとも一部にスクリーン印
刷をはじめとする印刷法を適用する手法に着目した。
【００１０】
　即ち、本発明の色素増感太陽電池用電極基板は、透明基板上に金属配線層と透明導電層
とを有する電極基板であって、前記金属配線層と透明導電層の重なり部において、前記金
属配線層が透明導電層の下又は上に配置され、金属配線層が少なくとも内層と外層との２
層から構成され、前記内層の体積抵抗率が、外層の体積抵抗率に比べて小さく、前記外層
が少なくとも導電粒子とバインダ材とを含有するペースト組成物で形成され、該ペースト
組成物のバインダ材の配合比が、金属配線層中の他の層を形成する組成物中のバインダ材
配合比に比べて、大きく、前記金属配線層及び／又は透明導電層からなる導電層の表面に
、遮蔽層を有することを特徴とする。
　また、上記外層が印刷法により形成されることが好ましい。
　また、上記金属配線層を形成する組成物が銀、又はニッケルを含有することが好ましい
。
　本発明の光電変換素子は、上述の色素増感太陽電池用電極基板を有することを特徴とす
る。
　本発明の色素増感太陽電池は、上述の光電変換素子からなることを特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明の電極基板は、透明基板上に金属配線層と透明導電層とを有する電極基板であって
、金属配線層が少なくとも内層と外層との２層から構成されている。また、上記電極基板
は、図１に示すように、透明基板２一面に形成された透明導電層３上に、金属配線層４が
配置された構造でもよいし、或いは、図２に示すように、金属配線層４が配置された透明
基板２上に、透明導電層３が形成された構造でもよい。なお、図２中、図１で用いた符号
と同一の符号は、図１の構成と同様のものであることを意味する。
【００１２】
透明基板２の材料としては、耐熱ガラスなどのガラスを使用することが一般的であるが、
ガラス以外にも、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレ
ート（ＰＥＮ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）などの透
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明プラスチックや、酸化チタン、アルミナといったセラミクスの研磨板などを挙げること
ができ、光透過性の高いものが好ましい。
【００１３】
透明導電層３を形成する材料としては、特に制限されないが、例えばスズ添加酸化インジ
ウム（ＩＴＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、フッ素添加酸化スズ（ＦＴＯ）などを挙げるこ
とができ、できるだけ光透過率が高いものを材料の組み合わせや用途に応して適宜選定す
ることが好ましい。
【００１４】
透明導電層３を透明基板２上に形成する方法としては、例えばスパッタ法、蒸着法などの
公知の方法から、透明導電層３を形成する材料などに応じて、適切な方法を用いればよい
。
【００１５】
金属配線層４の内層４ａを形成する材料としては、特に制限はないが、例えば金、銀、白
金、アルミニウム、ニッケル、チタンなどを用いることができる。これらの中でも、汎用
の印刷ペーストとして比較的安価で、容易に入手できることから、銀、又はニッケルを好
適に用いることができる。
また、導電率などの特性を損ねない範囲で、バインダ材や適当な添加剤を加えることがで
きる。
【００１６】
内層４ａを形成する方法としては、特に制限はなく、印刷法、スパッタ法、蒸着法、メッ
キ法などが挙げられ、これらの中でも特に印刷法が望ましい。
【００１７】
このように形成される内層４ａは、その体積抵抗率が外層４ｂの体積抵抗率に比べて小さ
いことが好ましい。本発明において、内層４ａの塗膜表面は滑らかであるほうが好ましい
が、この層は電極基板１の抵抗を下げる金属配線層４としての本来の目的に従って形成さ
れるため、高い導電率を有することが優先される。一方、後段で説明する外層４ｂは、導
電層ではあるが、その主目的は配線表面を滑らかにし、遮蔽層５の形成を容易にするもの
であるため、内層４ａと比較して体積抵抗率が大きくても構わない。
また、内層４ａの体積抵抗率としては、少なくとも５×１０－５Ω・ｃｍ以下であること
が望ましい。この条件であれば、塗膜表面に多少のピンホールや亀裂が生じたとしても、
外層４ｂにより補正できるので問題にならない。なお、金属配線層４中に、この層を有し
ていれば、何らかの目的で、内層４ａ内外に外層４ｂとは異なる別層を形成しても構わな
い。
【００１８】
金属配線層４の外層４ｂは、少なくとも導電粒子とバインダ材とを含有するペースト組成
物で形成されていることが望ましい。導電粒子としては、特に制限されるものではなく、
例えば銀、ニッケル、金、白金などが挙げられる。これらの中でも、汎用の印刷ペースト
として比較的安価で、容易に入手できることから、銀、又はニッケルを好適に用いること
ができる。
バインダ材としては、特に制限はないが、例えば色素増感太陽電池の電極基板１として用
いる場合には、製造工程中に４００～５００℃程度の熱処理を含むことから、ペースト組
成物は焼成型のものが選定され、例えばガラスフリットなどが望ましい。バインダ材とな
るガラスフリットは、上記焼成温度以下で溶融可能であるものならば、特に限定されるも
のではない。
【００１９】
外層４ｂを形成するペースト組成物中のバインダ材の配合比は、金属配線層４中の他の層
を形成する組成物中のバインダ材配合比に比べて大きいことが好ましい。このようにバイ
ンダ材の配合比を調整することによって、外層４ｂ塗膜表面にピンホールや亀裂などを含
まず、上面から見た際に影になるような著しい凹凸の発生を抑制して、遮蔽層５の形成を
容易にすることができる。
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【００２０】
また、外層４ｂを形成するペースト組成物中のバインダ材の配合比は、導電粒子に対して
質量比で１０％以上が好ましく、より好ましくは２０％以上である。ただし、バインダ材
の配合比の増大に伴い、膜（外層４ｂ）の導電率が顕著に低下するため、表面状態が上記
要求を満たす範囲でバインダ材の配合比は少ないほうが好適であり、９０％以下であるこ
とが好ましく、更に好ましくは７０％以下である。
【００２１】
外層４ｂを形成する方法としては、印刷法が好ましい。また、印刷法であれば、特に制限
はなく、例えばスクリーン印刷法、インクジェット法、メタルマスク方式等が挙げられる
。
このように、外層４ｂを印刷法により形成することによって、表面粗さ（ラフネス）が小
さく、亀裂やピンホールが生じないため、金属配線層４の表面を滑らかにし、遮蔽層５の
形成を容易にすることができる。
更に、印刷法によれば、製造コストを低減でき、製造効率を向上させることができる。
【００２２】
なお、本明細書における外層４ｂとは、前述の目的で印刷法により形成される印刷層を意
味し、必ずしも金属配線層４において最表面に配置されることはなく、必要に応じて、更
なる外側に何らかの目的で別層を形成してもよい。
【００２３】
内層４ａと外層４ｂとの塗膜の厚さを比較した場合、外層４ｂ厚さは、内層４ａの厚さの
１００％を上回らないことが望ましい。外層４ｂ厚さが、内層４ａ厚さの１００％を上回
ると、回路の体積当たりの導電率が低くなるために、回路厚さが厚くなり過ぎる、又は導
電率が不足するなどの不都合を生じ易い傾向にある。
【００２４】
なお、内層４ａ、外層４ｂいずれに関しても、例えば導電粒子の融着などを目的とした焼
成工程を要する場合、ガラス基材等への適用を考えれば、６００℃（好適には５５０℃）
以下での焼成温度にて、必要な特性を得られることが好ましい。
【００２５】
本発明において、金属配線層４及び／又は透明導電層３からなる導電層の表面に遮蔽層５
を有することが好ましい。
遮蔽層５を形成する材料としては、太陽電池とした際に接触する酸化還元対含有電解液と
の電子移動反応速度の遅く、光透過性に優れ、且つ、発生した光電子の移動を妨げないと
いった特性を有するものであれば、特に限定されるものではないが、例えば、酸化チタン
、酸化亜鉛、酸化ニオブ、酸化スズ、フッ素添加酸化スズ（ＦＴＯ）、スズ添加酸化イン
ジウム（ＩＴＯ）などを挙げることができる。
【００２６】
遮蔽層５を形成する方法としては特に制限はなく、例えば、目的の化合物、或いは、その
前駆体をスパッタ法、蒸着法、ＣＶＤ法などの乾式法（気相法）により製膜する方法が挙
げられる。また、金属などの前駆体を製膜した場合には、加熱処理または化学処理などに
より酸化させることにより遮蔽層５を形成することができる。
【００２７】
また、湿式法の場合、目的の化合物またはその前駆体を溶解、分散させた溶液をスピンコ
ート法、ディッピング法、ブレードコート法などの方法により塗布した後、加熱処理や化
学処理などにより目的の化合物に化学変化させることにより、遮蔽層５を形成することが
できる。前駆体としては、目的化合物の構成金属元素を有する塩類、錯体などが例示され
る。また、緻密な膜（遮蔽層５）を得るという目的から、分散状態より溶解状態であるこ
とが好ましい。
【００２８】
また、スプレー熱分解法（ＳＰＤ）などの場合、透明導電層３を有する透明基板２を加熱
した状態で、これに向けて遮蔽層５の前駆体となる物質を噴霧し、熱分解させることによ
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り、目的とする酸化物半導体に変化させて、遮蔽層５を形成することができる。
【００２９】
遮蔽層５の厚さとしては、特に制限はないが、効果を発揮できる範囲で薄いほうが好まし
く、１０～３０００ｍｍ程度が好ましい。
【００３０】
なお、本発明の電極基板１において、図２に示すように、金属配線層４を形成後、透明導
電層３を基板上に形成した構造のものでは、透明導電層３が遮蔽層５を兼ねていても構わ
ない。
【００３１】
以上説明したように、本発明の電極基板１は、金属配線層４の外層４ｂ表面に、ピンホー
ルや亀裂などの影になる部分が生じないため、その表面を遮蔽層５によって緻密に被覆す
ることができる。
【００３２】
次に、上記電極基板１を用いた色素増感太陽電池について説明する。
本発明の色素増感太陽電池は、上述の電極基板１の上に、色素担持された酸化物半導体多
孔膜を備える作用極と、この作用極に対向して配置された対極とを具備し、作用極と対極
との間に、酸化還元対を含む電解質層が設けられている。
【００３３】
半導体多孔膜の材料としては、酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化タ
ングステン（ＷＯ３）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）などが挙げられ
、これらを単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。また、市販の微粒子
や、ゾル－ゲル法により得られるコロイド溶液などから得ることもできる。
【００３４】
半導体多孔膜の製造方法としては、例えば、コロイド溶液や分散液（必要に応じて添加剤
を含む）をスクリーンプリント法、インクジェットプリント法、ロールコート法、ドクタ
ーブレード法、スピンコート法、スプレー塗布など種々の塗布法を用いて塗布するほか、
微粒子の泳動電着、発泡剤の併用、ポリマービーズなどと複合化（後に鋳型成分のみ除去
）などを適用することができる。
【００３５】
半導体多孔膜に担持される色素としては、ビピリジン構造、ターピリジン構造などを配位
子に含むルテニウム錯体、ポルフィリン、フタロシアニンなどの含金属錯体をはじめ、エ
オシン、ローダミン、メロシアニンなどの有機色素なども用いることができ、用途、使用
半導体に適した励起挙動をとるものを特に限定されることなく選択することができる。
【００３６】
電解質層を形成する電解液としては、酸化還元対を含む有機溶媒、室温溶融塩などを用い
ることができ、例えば、アセトニトリル、メトキシアセトニトリル、プロピオニトリル、
プロピレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンなどの有機溶媒、
四級化イミダゾリウム系カチオンとヨウ化物イオン、ビストリフルオロメチルスルホニル
イミドアニオンなどからなる室温溶融塩などを挙げることができる。
また、このような電解液に適当なゲル化剤を導入することにより、疑似固体化したもの、
いわゆるゲル電解質を用いても構わない。
【００３７】
酸化還元対としては、特に制限されるものではなく、例えば、ヨウ素／ヨウ化物イオン、
臭素／臭化物イオンなどが挙げられ、例えば、前者の具体的としては、ヨウ化物塩（リチ
ウム塩、四級化イミダゾリウム塩、テトラブチルアンモニウム塩などを単独で又は複合し
て用いることができる）とヨウ素との組み合わせが挙げられる。電解液には、更に、必要
に応じて、ｔｅｒｔ－ブチルピリジンなど種々の添加物を添加することができる。
【００３８】
電解液から形成される電解質層の代わりに、ｐ型半導体などを電荷移送層として用いるこ
とも可能である。ｐ型半導体としては、特に制限はないが、例えば、ヨウ化銅、チオシア
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ン化銅などの１価銅化合物を好適に用いることができる。また、機能上、製膜上の必要に
応じて、各種の添加剤を含有することができる。
電荷移送層の形成方法としては、特に制限はなく、例えば、キャスティング法、スパッタ
法、蒸着法などの製膜方法が挙げられる。
【００３９】
対極としては、例えば、導電性又は非導電性の基板上に、各種炭素系材料や白金、金など
を蒸着、スパッタなどの方法で形成することができる。
更に、固体系の電荷移送層を用いる場合は、その表面に、直接スパッタ、塗布するなどの
手法を用いても構わない。
【００４０】
本発明の色素増感太陽電池は、本発明の電極基板１を有するため、電解液による金属配線
の腐食や、金属配線層４から電解液への逆電子移動が抑制され、光電変換素子の出力効果
が一層向上する。
【００４１】
【実施例】
（実施例１）
１００×１００ｍｍのＦＴＯ膜付きガラスの表面に、内層４ａを形成する銀ペースト（銀
粒子９２／ガラスフリット８（質量比））を格子状にスクリーン印刷した。これを１０分
間のレベリング時間をおいて、１３５℃、２０分間熱風循環炉で乾燥後、５５０℃、１５
分間焼成した。次いで、ＣＣＤカメラを用い、位置合わせをしながら外層４ｂを形成する
銀ペースト（銀粒子５５／ガラスフリット４５（質量比））を重ね印刷し、１０分間のレ
ベリング時間をおいて、１３５℃、２０分間熱風循環炉で乾燥後、５５０℃、１５分間焼
成して銀回路を形成した。なお、回路巾２５０μｍ（外層４ｂ）、１５０μｍ（内層４ａ
）、膜厚８μｍ（外層３μｍ＋内層５μｍ）とした。
このようにして作製した配線付き基板表面に、スプレー熱分解法によりＦＴＯ層を３００
ｎｍ形成して遮蔽層５とし、電極基板（i）を得た。
【００４２】
電極基板（i）の銀回路の内層４ａ表面、外層４ｂ表面をそれぞれＳＥＭにて観察したと
ころ、内層４ａ表面には、ガラスフリットが流れ込まなかった部分、約１～８μｍの小孔
が無数に観察されたのに対し、外層４ｂ表面では、小孔がほとんど認められず、Ｒａ０．
４μｍの比較的滑らかな膜面が得られた。
【００４３】
電極基板（i）に、平均粒径２５ｎｍの酸化チタン分散液を塗布、乾燥し、４５０℃で１
時間加熱・焼結した。これをルテニウムビピリジン錯体（Ｎ３色素）のエタノール溶液中
に一晩浸漬して色素担持させた。これを５０μｍ厚の熱可塑性ポリオレフィン樹脂シート
を介して、白金スパッタＦＴＯ基板と対向して配置し、樹脂シートを熱溶融させて両極板
を固定した。予め、白金スパッタ極側に電解液の注入口を開けておき、電極間に０．５Ｍ
のヨウ化物塩と、０．０５Ｍのヨウ素とを主成分として含むメトキシアセトニトリル溶液
を注液した。そして、周辺部及び電解液注入口をエポキシ系封止樹脂を用いて本封止し、
集電端子部に銀ペーストを塗布して配線型セル（i）とした。
ＡＭ１．５の疑似太陽光を用いて、光電変換特性を評価したところ、配線型セル（i）の
変換効率は２．７％であった。
【００４４】
（実施例２）
耐熱ガラス基板上に、実施例１と同様に銀回路を形成し、この基板表面にＦＴＯ膜を形成
した。これを透明導電層３、兼遮蔽層５として電極基板（ii）を得た。
この電極基板（ii）を用いて、実施例１と同様の要領で配線型セル（ii）を得た。ＡＭ１
．５の疑似太陽光を用いて光電変換特性を評価したところ、配線型セル（ii）の変換効率
は２．５％であった。
【００４５】
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（実施例３）
１００ｍｍ角のＦＴＯガラス基板上に、アディティブめっき法により金回路を形成した。
金回路は、基板表面上に格子状に形成され、回路巾５０μｍとした。この上から、外層４
ｂとして銀印刷回路を重ね印刷し、実施例１と同様の要領で乾燥・焼結した。なお、銀ペ
ーストは、銀粒子５５／ガラスフリット４５（質量比）で含むものを用い、膜厚８μｍ（
外層３μｍ＋内層５μｍ）とした。この表面に、実施例１と同様に３００ｎｍのＦＴＯ層
を形成して遮蔽層５とし、電極基板（iii）を得た。
この電極基板（iii）を用い、実施例１と同様の要領で配線型セル（iii）を得た。ＡＭ１
．５の疑似太陽光を用いて光電変換特性を評価したところ、配線型セル（iii）の変換効
率は３．１％であった。
【００４６】
（比較例１）
１００ｍｍ角のＦＴＯガラス基板上に、銀ペースト（銀粒子９２／ガラスフリット８（質
量比））を回路巾２５０μｍ、膜厚８μｍとなるように印刷し、実施例１と同様の要領で
乾燥・焼結した。この表面に、実施例１と同様に３００ｎｍのＦＴＯ層を形成して遮蔽層
５とし、電極基板（iv）を得た。
この電極基板（iv）を用い、実施例１と同様の要領で配線型セル（iv）を得た。この配線
型セル（iv）に注液した電解液に着目したところ、注液直後に茶褐色を呈していたものが
、数分後にほぼ透明に変わっていた。これは、電解液中のＩ３

－が、遮蔽されずに露出し
ている銀と反応して、Ｉ－へと還元されたためだと思われる。
ＡＭ１．５の疑似太陽光を用いて光電変換特性を評価したところ、配線型セル（iv）の変
換効率は０．２９％であった。
【００４７】
（比較例２）
１００ｍｍ角のＦＴＯガラス基板上に、銀ペースト（銀粒子５５／ガラスフリット４５（
質量比））を回路巾２５０μｍ、膜厚８μｍとなるように印刷し、実施例１と同様の要領
で乾燥・焼結した。この表面に、実施例１と同様に３００ｎｍのＦＴＯ層を形成して遮蔽
層５とし、電極基板（v）を得た。
この電極基板（v）を用い、実施例１と同様の要領で配線型セル（v）を得た。ＡＭ１．５
の疑似太陽光を用いて光電変換特性を評価したところ、配線型セル（v）の変換効率は０
．１８％であった。
【００４８】
（比較例３）
１００ｍｍ角のＦＴＯガラス基板上に、アディティブめっき法により金回路を形成した。
金回路は、基板表面上に格子状に形成され、回路巾５０μｍ、膜厚５μｍとした。この表
面に、実施例１と同様に３００ｎｍのＦＴＯ層を形成して遮蔽層５とし、電極基板（vi）
を得た。この電極基板（vi）の断面をＳＥＭ、ＥＤＸを用いて確認したところ、回路（配
線）底部でめっきレジストの裾引きに起因すると思われるもぐり込みがあり、影部分には
ＦＴＯが被覆されていなかった。電極基板（vi）を用い、実施例１と同様の要領で配線型
セル（vi）を得た。ＡＭ１．５の疑似太陽光を用いて光電変換特性を評価したところ、配
線型セル（vi）の変換効率は０．３％であった。
【００４９】
（比較例４）
１００ｍｍ角のＦＴＯガラス基板を用い、未配線のまま、実施例１と同様の方法により、
試験セル（vii）を得た。ＡＭ１．５の疑似太陽光を用いて光電変換特性を評価したとこ
ろ、試験セル（vii）の変換効率は０．１１％であった。
【００５０】
実施例１～３の配線型セルは、いずれも光電変換効率に優れるものであったのに対し、比
較例１の配線型セル（iv）は、金属配線層４が１層から構成されており、遮蔽層５による
遮蔽が不十分であったため、電極基板の特性を引き出すことができず、変換効率が良くな
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かった。また、比較例２の配線型セル（v）は、金属配線層４が１層から構成されており
、その体積抵抗率が高いため、電極基板の抵抗を低減できず、高出力を得られないため、
変換効率が良くなかった。また、比較例３の配線型セル（vi）は、金属配線層４が１層か
ら構成されており、遮蔽層５による遮蔽が不十分であったため、電極基板の特性を引き出
すことができず、変換効率が良くなかった。
【００５１】
【発明の効果】
本発明の電極基板１は、金属配線層４の表面粗さ（ラフネス）を小さくし、ピンホールな
どの無い緻密な遮蔽層５を形成できる基板表面を提供する。このような電極基板１を有す
る色素増感太陽電池によれば、電解液による金属配線の腐食や、金属配線層４から電解液
への逆電子移動が抑制され、光電変換素子の出力効果が一層向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の電極基板の一実施形態を示す概略断面図である。
【図２】　本発明の電極基板の一実施形態を示す概略断面図である。
【符号の説明】
１・・・電極基板、２・・・透明基板、３・・・透明導電層、４・・・金属配線層、４ａ
・・・内層、４ｂ・・・外層、５・・・遮蔽層

【図１】

【図２】
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